
 

地 域 猫 活 動 の 手 引 き  

(令和８年３月 26 日改訂) 
 

～ 飼い主のいない猫を地域で見守り、生活環境を改善しましょう ～ 

 

 

 

寝 屋 川 市



地域猫活動とは･･･ 

飼い主のいない猫（所有者不明猫）を適正に管理し、 一代

限りの命を全うさせるボランティア活動です。エサやりや

フン尿の清掃だけでなく、避妊去勢手術を実施することで、

鳴き声や繁殖による被害を抑制し、生活環境の改善を図る

ことができます。 

飼い主のいない猫と共生するには、みんなが互いの意見や価値観

を尊重し、歩み寄っていく必要があります。地域に暮らす住民として、

地域猫活動について考えてみませんか？ 

 

 

 ❏活動団体 

一定数以上（10 匹前後）の所有者不明猫を管理するために結成された地域ボランティア団

体です。活動地域の自治会から承認を受けることで、寝屋川市に登録申請できます。  

❏地域猫 

飼い主のいない猫のうち、活動団体によって適切に管理されている個体を指します。  

❏補助金 

所有者不明猫への避妊去勢手術に伴い、寝屋川市が交付する補助金です。補助金を利用

する際は事前に交付申請をしてください。 

・避妊手術（メス）１匹につき、最大１万円 

 ・去勢手術（オス）１匹につき、最大７千円 

❏補助物品 

寝屋川市に登録している活動団体につきましては、以下の物品を支援いたします。  

・地域猫５匹毎に、猫用トイレ（プランター）１個、スコップ１本、トイレ用土３袋  

用語の定義 



 

地域猫活動の具体的な流れ 

 

 活動団体 寝屋川市 

設

立
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階 
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階 

 

 

 

・地域ボランティア団体の結成 

猫の管理を適正に行える人数を募ります。 

・地域猫の把握 

管理する地域猫の数、性別等を把握してください。 

・活動ルールの作成 

団体で活動するためのルールを策定しましょう。 

・地域住民の合意 

活動地域の自治会から承諾を得てください。    

 

・活動団体の登録 

〔地域猫活動団体届出書〕       

団体の代表者氏名、活動会員等    ①  

〔地域猫活動物品支給申請書〕     

プランター、スコップ、トイレ用土 

  

・エサやり 

所定の場所と時間に給餌し、食べ残しを清掃します。 

・フン尿の始末（トイレ及び周辺の清掃）   

 所定の場所と時間に清掃活動を行います。 

・地域猫活動の周知・啓発 

活動内容を地域に報告、周知を図ります。 

また、飼い猫の室内飼育について啓発します。 

   

・地域猫活動を検討されている

方々に対して、地域猫活動の

仕組みについて説明します。 

・既存の活動団体からノウハウ 

（活動計画）などの提供を行 

います。 

・活動ルール作成における助言 

をいたします。 

 

 

 

 

受理・審査 

 

② 団体登録 

補助物品の支援 

 

・しつけや餌やりなど管理の助

言を行うため、動物愛護推進

員を紹介します。 

・地域の方々の理解を得るため、

回覧の作成方法など、周知活

動おける助言をいたします。 

 

  

(活動開始)       

 

 

 

 



 

活

動

段

階 

 

 

・地域猫の捕獲、避妊去勢手術の実施   ③ 

〔所有者不明猫避妊・去勢手術費補助金交付申請書〕 

地域猫を捕獲し、動物病院で手術を受けさせます。 

・活動団体登録事項の変更 

  [地域猫活動団体登録事項変更届]    

代表者等の変更、活動会員の変更   

管理の変更、地域猫の変更   ⑤ 

 

 

 受理・審査 

・申請から補助金支給まで説

明します。 

・捕獲方法の説明及び捕獲機

を貸出します。 

 ④ 補助金の支援 

受理・審査 

 

 

 

 

 

 

 

[ 表①から⑤の説明 ] 

① 地域猫ボランティア団体から、活動地域の自治会へ説明を行っていただき、活

動の承諾を得てください。その後、各申請書を市に提出してください。 

・地域猫活動団体届出書 

・地域猫活動物品支給申請書 

② 地域猫活動団体の登録後、補助物品を支給します。 

③ 所有者不明猫避妊去勢手術を行うにあたり、申請書を市に提出していただきま

す。 

・所有者不明猫避妊去勢手術費補助金交付申請書 

④ 避妊去勢手術費の補助を行います。 

・避妊手術（メス）１匹につき、最大 1 万円 

・去勢手術（オス）１匹につき、最大 7 千円 

⑤ 活動団体登録事項に変更が生じた場合、地域猫活動団体登録事項変更届を市に

提出してください。 

・地域猫活動団体登録事項変更届 

（代表者、活動会員、管理、地域猫の増減など） 

 

 

 

 

 

※地域猫活動の実施に際して、管理などに不明点がある場合、動物愛護推進員に

よる助言や、既存団体のノウハウ（活動計画）など、情報提供をいたします。

保健衛生課へご相談ください。 



 [ よくある質問 ] 

 

Ｑ１． 地域猫活動は誰が行うのか 

Ａ１． 地域ボランティア団体に所属する方々が行うことになります。 

    

Ｑ２． 地域猫活動を始めるにはどうすればいいのか 

Ａ２． まずは地域住民の理解と合意を得てください。活動地域の自治会か

ら承諾を得ていなければ、団体申請ができません。 

    また、所有者不明猫に対する考え方は人それぞれです。猫が苦手な

人には活動を見守ってもらうなど、お互いの意見や気持ちを尊重しま

しょう。 

 

Ｑ３． 地域ボランティア団体を結成するにはどうすればいいのか。 

Ａ３． 地域ボランティア団体の結成には２名以上が必要です。 

団体に所属してもらえる方を募りましょう。 

    なお、団体の代表者は活動地域の住民でなければいけません。 

 

Ｑ４． 所有者不明猫に避妊去勢手術を行うのはかわいそうではないのか。 

Ａ４． 飼い主から逃げ出した猫や捨て猫だけでなく、所有者不明猫同士（ま

たは所有者不明猫と飼い猫）の交尾で生まれた個体も所有者不明猫に

含まれます。 

    避妊去勢手術を受けていない所有者不明猫は本能に従って交尾と

出産を繰り返しますが、生まれて来た個体のほとんどは病気や交通事

故などで短い生涯を終えてしまいます。避妊去勢手術は、不幸な猫を

増やさないためにも必要な取り組みです。 

 

Ｑ５． 避妊去勢手術さえ受けさせれば、地域猫として扱ってよいのか。 

Ａ５． 地域猫として扱うのであれば、避妊去勢手術だけでなく、エサやり

やフン尿の清掃、猫用トイレの設置などの管理を行わなければならな

りません。地域住民と共生し、一代限りの命を全うさせるためにも、

適切に管理しましょう。 

 



寝屋川市地域猫活動団体届出書（表） の記入例 

 

 

   提出日 

 

 

活動団体名（任意の名称） 

 

代表者の氏名、住所、連絡先（電話番号） 

 

活動範囲（番地を記入すること） 

 

代表者を含めた人数（代表者（１人）＋会員数） 

 

代表者を除いた、活動会員の氏名と住所 

※代表者へ連絡が取れない場合の連絡先として、活動会員１名

の電話番号を記入してください。 

 

給餌（エサやり）と猫用トイレの設置場所 

活動時間、対応人数 

※活動地域図に設置場所を明記してください。 



寝屋川市地域猫活動団体届出書（裏） の記入例 

 

 

【性別】 

 性別が分からない場合、『不明』と記入してください。 

【毛色】 

 猫の見た目から判断してください 

【年齢】 

 おおよその年齢。分からない場合、『不明』と記入してくだ

さい。 

【特徴】 

 猫の外見上の特徴（個体管理できる内容） 

【避妊・去勢手術】 

 分からない場合、『不明』と記入してください。 

 

原則として、活動団体が管理する猫は 10 匹以上となり

ます。10 匹未満の場合、その理由を書いてください。 

 

  活動範囲の自治会から承諾を得てください。 

※説明に際して市の助言等が必要な場合、保健衛生課へ

ご相談ください。 



寝屋川市地域猫活動物品支給申請書 の記入例 

 

 

  提出日 

 

   

団体名 

代表者の氏名、住所、連絡先（電話番号） 

 

 

 

管理している地域猫５匹ごとに以下を支給します。 

プランター１個、トイレ用土３袋、スコップ１個 

※記入例は、地域猫 10 匹を管理している場合です。 

プランター２個、トイレ用土６袋、スコップ２個と記入しています。 

 

物品を受領した日付、受領者の氏名を記入し、押印してください。 

申請書の提出時に在庫があれば、その場で物品をお渡しします。

在庫が無い場合、後日ご連絡いたします。 

 

 

●  



[ 寝屋川市所有者不明猫避妊・去勢手術の補助金について ] 

 

市内に生息する飼い主のいない猫が繁殖することを防ぐため、手術費の一部

を市が助成いたします。 

○避妊手術（メス）・・１匹につき最大１万円 

○去勢手術（オス）・・１匹につき最大７千円 

○申請手続き 

① 申請書を提出してください。〈郵送可〉 

② 保健所の審査後、交付決定通知書と手術実施報告書を送付いたします。 

③ 獣医師による避妊・去勢手術の実施後、手術実施報告書を提出してくだ 

さい。〈郵送可〉 

④ 保健所の審査後、交付確定通知書と請求書を送付いたします。 

⑤ 請求書を提出してください。〈郵送可〉 

※避妊・去勢手術を実施する前に必ず申請書を提出してください。 

すでに実施した手術は補助金の交付対象になりません。 

※補助金の交付は予算が無くなり次第、終了となります。 

1 月～３月に手術を予定している場合、寝屋川市保健衛生課へ事前に確 

認してください。 

 

申請・受付 

生息場所や匹数を申請書に記入し、記名及び押印の上、手術前に寝屋川市保

健所へ提出してください（郵送可）。 

 

捕獲・手術 

交付決定通知書を受け取ってから、所有者猫を捕獲してください。 

捕獲に必要なエサなどは申請者での用意となります。 

 手術を行う際、動物病院の指定はありません。病院までの運搬はご自身で行

ってください。手術後、動物病院に手術実施報告書を記入してもらい、猫の写

真（手術後）を必ず撮影してください。 

☆ 写真は手術の実施報告をする際に必要となります。 

☆ 猫の全体像を撮影してください。 

☆ 申請内容に変更（性別がメスでなくオスだった等）が生じた場合、手術

実施報告書に変更点を記入してください。 

 

手術実施報告書の提出 

手術後、６0 日以内に以下を寝屋川市保健所へ提出してください（郵送可）。 

・手術実施報告書 

・手術後の耳カットした猫の写真（全体像） 

 



交付決定・口座振込 

手術の報告後、申請者へ交付確定通知書と請求書を送付いたします。 

請求書に申請者名義の口座情報（振込先）を記入し、すみやかに市に提出し

てください。ご記入の口座へ補助金（交付確定額）を振込みます。 

 

【注意事項】 

○手術後、猫は元いた場所に返してください。 

○一連の手続は同一年度内（4 月１日から翌年 3 月 31 日まで）に行ってく

ださい。 

  ○動物病院によって手術費が異なります。事前に動物病院へご確認ください。 

  ○本補助金は手術費のみ対象としています。 

宿泊や出張代（猫の送迎費用等）は補助対象外です。 

   また、ノミ予防などの予防費も補助対象外です。 

〇申請書、手術実施報告書等の記載内容に不備があった場合、書類を再提出

いただく場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ 所有者不明猫用捕獲器の貸出しについて ] 

所有者不明猫へ避妊・去勢手術を行う方に対し、市保健所では捕獲器を無料

でお貸ししています。ご希望の方は寝屋川市保健衛生課までご連絡ください

（貸出期間は原則２週間です。） 

 

【注意事項】 

○所有者不明猫を捕獲するためのエサ等は自己負担となります。 

○申請者の過失等により、捕獲器を損傷、消失したときは、弁償していただ

くことになります。 

  ○所有者不明猫の捕獲以外に使用した場合、貸与を取り消す場合が有ります。 

 ○貸出期間の終了後、すみやかに捕獲器を返却してください。 

 〇使用後の捕獲器は必ず清掃してください。 

 

[ 猫を捕獲するための準備・方法について ] 

 

○猫を捕獲するときは、ひっかき傷や咬傷を防ぐため、長袖シャツと軍手を

着用しましょう。 

○洗濯ネットを猫に被せることで動きが制限され、捕獲しやすくなります。 

○猫を動物病院へ運ぶ場合、猫用キャリーを使いましょう。 

 

◆人に慣れた猫を捕獲する場合 

人に慣れている分、近づくことは容易ですが、一度捕獲に失敗してしまう

と、警戒されてしまいます。人慣れした猫は慎重に捕獲しましょう。 

 

抱っこして捕獲する 

 エサやおやつを与え、食事中に背後からそっと抱きかかえましょう。 

 猫の脇下に手を入れると抱き上げやすいです。 

 

洗濯ネットを使用して捕獲する 

 猫へ静かに近づき、至近距離から前脚と後脚を押さえましょう。 

その後、洗濯ネットを被せることで捕獲できます。 

 

猫用キャリーで捕獲する 

 猫用キャリーで捕獲する場合、猫は逃げようとして暴れるため、キャリー

の蓋は必ず閉じましょう。猫の抵抗によってケガをする危険があるため、

十分に注意をしながら捕獲しましょう。 

 

※警戒心が強い猫を捕まえる場合、捕獲器を活用し
ましょう。 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒５７２－０８３８ 

大阪府寝屋川市八坂町２８番３号 

  寝屋川市健康部保健衛生課 

 （電話）072－829－7721 

 


